
 

 

覚醒維持検査運用マニュアル 

2024年 5月 日本睡眠学会覚醒維持検査マニュアルワーキンググループ作成 

1. 覚醒維持検査の保険適応 

1) 覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、概ね 

２時間間隔で４回以上の覚醒維持検査を行った場合に１月に１回を限度として算定する。 

2)   関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。 

 

２．覚醒維持検査の概略 

覚醒維持検査（maintenance of wakefulness test: MWT）は、反復睡眠潜時検査（multiple 

sleep latency test: MSLT）が眠りやすさを調べる検査であるのと異なり、覚醒維持能力を評

価するのに用いられる。眠気を催しやすい状況で覚醒を維持するよう指示された条件で行われ

る本検査において得られる平均入眠潜時の長さは、覚醒維持能力の水準に対応する。MSLTと

MWT それぞれの潜時の相関はごく低く、両検査の特性は隔たっていると考えられる。本検査は、

2005年の American academy of sleep medicine（AASM）の practice parameter以来４セッシ

ョンすべてを 40分で行う方法が定着している 1)､2)。 

本検査を、過眠症の診断ならびに疾患重症度評価の目的で用いることはできない。過眠症状

を有する睡眠障害患者の眠気を我慢して覚醒を維持する能力の評価、精神刺激薬などの薬物治

療の効果、睡眠呼吸障害における各種治療の効果判定に用いられる。眠気の存在が重大事故に

つながる可能性のある危険業務に従事することが可能かどうかを判定する上での補助に用いら

れることもある。 

なお、MWT の実施と結果の解釈は睡眠検査に熟練した医療者（日本睡眠学会専門検査技師、

総合専門医等）が担当することが望ましい。 

 

３.覚醒維持検査の適応と禁忌 

 

適応疾患・状態 

1) 中枢性過眠症(ナルコレプシーと特発性過眠症)およびその近縁疾患(精神疾患ならびに神

経疾患に伴う過眠などを含む)  のうち、終夜睡眠ポリグラフ検査（polysomnography:PSG）

ならびに MSLT等により、病的眠気の評価・確認が行われたもの。 

2) 睡眠時無呼吸症候群・睡眠関連運動障害をはじめとする夜間睡眠妨害事象を伴う睡眠障害

が過眠症状の原因であることが PSG等により確認されているもの 

これらの疾患・状態のある患者における覚醒維持機能の評価、ならびに治療による日中の  

眠気症状に対する効果の判定を目的として行う。 

 

 

適応外 

 睡眠不足症候群や概日リズム睡眠障害の覚醒維持機能評価に用いることは望ましくない。ま

た、覚醒維持の努力が困難である、検査時間中に指示された姿勢を保持できない、MWT 検査前

に望ましい睡眠スケジュールや服薬状況を保つことが困難である、など MWT 施行のプロトコー

ルに従えない場合、PSG自体の施行が困難である場合(皮膚アレルギー等で電極装着が困難、

不安緊張が高く一人で薄暗い部屋に過ごすことができない等)も本検査の適応外となる。 

 



 

 

４．MWT 前夜までの準備 

 検査前 2週間は睡眠日誌と、可能であればアクチグラフィーにより十分な睡眠を記録する。

検査前 2週間正常な睡眠習慣を保持できることが本検査実施の前提条件になるので、これが満

たされない場合には検査データが、「参考値」にとどまる可能性があることを対象患者に伝え

る必要がある。 

気道陽圧（PAP）療法または口腔内装置（OA）などの非 PAP 療法を受けている睡眠呼吸障

害(OSA または SAS)患者において、治療による覚醒維持機能の改善効果を確認する目的で

MWT を行う場合には、検査前数週間は連続して適切にこれらを使用している状態で実施すべ

きである。したがって、睡眠呼吸障害患者において、検査前にダウンロードした PAP データ

または口腔内装置などの非 PAPの使用状況を確認するとともに、その過眠症状に対する自覚

的な有効性を確認しておく必要がある。十分な有効性が確認できない場合、検査の延期が必

要かどうかを検討する方が良い。同様に、MWT予定日の前夜に睡眠不足（目安としては６時

間を下回る水準）だった場合には、検査の延期を考慮すべきである。 

 検査の予定を立てる際に、処方薬、一般医薬品(OTC薬)、漢方薬、その他の物質の使用の可

否についての検討が必要である。特に覚醒作用や鎮静作用のある薬剤（精神刺激薬、抗うつ薬、

抗精神病薬、抗不安薬、抗ヒスタミン剤など）を慢性的に服用している場合は、検査実施まで

同用量で継続させるべきである。また、検査前 2週間は薬の変更を避けなくてはいけない。検

査時に処方薬や市販薬の服用を希望する場合には、臨床医に相談するよう患者に指示する。カ

フェインについては、通常の摂取量をあらかじめ確認し、MWT 実施日にこの用量を超えないよ

うに指示する。 

MWT前夜の PSGの実施は必須ではなく、医師の裁量に任されている。治療中の睡眠呼吸障

害患者で前夜に PSGを実施する場合は、PAP の設定やマスクなどは自宅で使用するものと同

一とする 

 

５． MWT 検査の実施手順  

1) MWTは、患者の主な夜間睡眠時間の後に実施する。 

2) 患者の服装は、快適で、環境に適したものにする。PSG を行う場合は、PSGと MWTの間に

着替える必要はない。 

3) 検査当日は、アルコール、その他の鎮静剤の摂取を控えることとする。 

4) 睡眠呼吸障害のために PAP/非 PAP療法を受けている患者は、MWT 前夜にも通常通り使用す

る。 

5) MWTの記録モンタージュには、少なくとも、前頭部（F3-M1 または F4-M2）、中心部（C3-

M2または C4-M1）、後頭部（O1-M2または O2-M1）の脳波（EEG）、左右の眼電図（EOG）、オ

トガイ/オトガイ下筋電図（EMG）、心電図（ECG）を含む。 

6) 検査中はビデオ・オーディオ記録を行い、睡眠専門医等がアクセスできるものでなければ

ならない。患者は 1 日中監視されなければならないが、検査間に行われた記録の保存は任

意である。 

7) MWT は 40 分間の検査を 4 回行う。１回目は、前夜の睡眠終了から 1.5～3 時間後に開始し、

２回目以降は前の検査開始から 2時間後に開始する。 

8) 各検査の前に、患者にトイレの使用を勧め、快適さのために必要な事を尋ねる。 

9) 各検査中、検査室は薄暗く、静かで、快適な温度でなければならない。光源は、患者の前

頭部で 0.1～0.13 ルクスの照度に調整する。（7.5 ワットの常夜灯では床から約 30㎝、頭

の横約 1ｍの位置に設置する。）１回目の検査を開始する前に、患者に検査室に慣れるた

めの十分な時間を与える。 



 

 

10) 患者はベッドまたはリクライニングチェアに座り、背中と頭を楽な姿勢で支える。これは、

すべての検査で同じでなければならない。 

11) 各検査を開始する前に、患者のバイオキャリブレーションを実施する。標準的な指示は以

下の通りである：(1)「目を開けたまま 30 秒間静かに座る」、(2)「両目を 30 秒間閉じる」、

(3)「頭を動かさずに、右、左、右、左の順に見る」、(4)「目をゆっくり 5回まばたきす

る」、(5)「歯を強く食いしばったり、噛みしめたりする」。試験の前に、患者には、そわ

そわしたり、歌ったりするような覚醒を促す活動や発声を控えるように指示する。 

12) 各検査の開始時に、患者に次のように指示する：「じっとしていてください。前方を直視

し、光を直視しないでください。" 指示後すぐに検査を開始し、検査室の明かりを消す。 

13) 各検査は、睡眠段階 N1が 3エポック連続するか、その他の睡眠段階が 1エポック出現す

るか、40分後に終了する。 

14) ニコチンの摂取、電子機器や携帯電話の使用などの刺激的な活動は、各検査の少なくとも

30分前には終了させる。激しい運動や日光・明るい人工光に長時間さらされることは、

終日避けるべきである。 

15) 各検査間は、患者はベッドを離れ眠らないようにする。 

16) 最初の検査の少なくとも 1時間前に軽い朝食をとり、2回目の検査終了直後に軽い昼食を

とることが推奨される。 

17) MWTの結果が不注意、意図的、または不法な薬物や物質の使用によって混乱しないように

するため、必要な場合には尿中薬物スクリーニングを行う。 

 

６． 検査成績とその解釈  

 

報告書ならびに検査成績 

2021年の AASMプロトコール 1)では、データ取得と報告手順を以下のように規定している。 

1. 被験者の氏名、生年月日、検査日、肥満度（body mass index; BMI）、カルテ番号。 

2. 紹介医、睡眠専門医、睡眠専門検査技師等の氏名。 

3. MWTの 24時間以内および検査中に使用した薬剤と、過去 2週間以内に変更した薬剤の記

録。薬物スクリーニングを実施した場合は、その種類を記録する。 

4. 睡眠日誌、アクチグラフ、PAPダウンロードなど利用可能なデータの文書化。 

5. 各検査の開始時刻、終了時刻、総睡眠時間、入眠潜時を含む記録パラメータ。入眠潜時は、

消灯からいずれかの睡眠段階の最初のエポック（N1、N2、N3、Rのエポック）の開始まで

の時間と定義される。 

6. 4回の検査の入眠潜時を平均して、平均入眠潜時（MSL）とする。検査中に入眠を認めな

かったセッションの入眠潜時は 40分として MSLの計算に用いる。 

7. 理想的な検査時間・条件からの逸脱については、睡眠専門検査技師等が観察・記録をする。

（ニコチン、カフェインの使用、昼寝、携帯電話、火災報知器、その他の刺激的な活動） 

8. 睡眠専門医等による検査所見の解釈（署名付き）。 

 

MWT の解釈 

 本検査には天井効果があり、多くの健常人が平均潜時 40分を示す 6) 。MSL の値は、検査の

目的に応じて、標準値または同一人物の過去の値と比較される。健常対照者の MSLは 30.4±

11.20分（平均±SD）である。また、MSL 8分 6) 12.9-16.1 分 7),8),9) などの病的水準のカッ

トオフも報告されているが、厳密な基準は作成されていない。 



 

 

 MWT 検査の結果には、患者が本来持つ覚醒維持機能の水準だけでなく、不安、緊張、抑うつ、

意欲（検査に対する動機づけ）などの心理学的要因、検査環境や実施状況などの要因の影響も

受ける。また、年齢要因の影響もうけ、若年者では MSLは短縮しがちで、50 歳代までは加齢

とともに入眠潜時が延長する傾向があることも考慮すべきである 10), 11) 。  

 MWTでの MSLは、運転シミュレーターにより評価した眠気と関連した運転事故リスクとの関

連性をもとに、眠気が強く事故ハイリスクを示す MSLカットオフ値を 19 分、逆に運転パフ

ォーマンス障害発現の可能性の低い覚醒度の高い安全域のカットオフ値を 34 分とする基準も

設けられており 12), 13)、この基準を運転適性の判定に用いている国もある。しかしながら、こ

れらによる運転リスク予測の可能性について否定的な報告もあり 14), 15), このカットオフ値は

現時点では絶対的な基準とは言えない。また、著しく高い覚醒度を要求される状況においては、

被験者に 40 分の MSL（すべてのセッションで入眠しない）が要求されることもある 16)。 

 いずれにせよ、MWT結果の解釈は検査結果だけでなく様々な交絡因子や臨床所見を合わせて

日本睡眠学会総合専門医等により総合的に行われるべきである。本検査は覚醒維持能力の評価、

治療による覚醒能力改善の唯一の判定基準であってはならず、個々の患者の病歴や治療アドヒ

ーレンス、睡眠習慣その他の関連データと MWTの結果を組み合わせて、総合的に判断すべきで

ある。 

 公的機関や職域等からの MWT検査の依頼を受ける場合には、睡眠障害に関する確定診断（必

要に応じて治療も）を行ったうえで覚醒維持能力を評価するべきであることを、依頼者、患者

（被験者）双方に十分理解してもらう必要がある。また、過眠症状を有する患者について運転

を含めた危険業務の適性を判定することを目的として MWTを用いる場合には、総合的に判断し

た上で、患者に対して、判定の根拠、対象患者に今後起こりうる眠気に関連したリスク、治療

遵守や適切な睡眠衛生の重要性、業務中に眠気が生じた場合の対処法などを指導し、その指導

内容を診療録に記載することが望ましい。 

 

 このマニュアルは、今後の運用状況について検討を加え、2年後を目途に改訂を含む必要な

措置を講ずるものとする。 
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